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不法投棄撲滅宣言文

保健所管内別不法投棄状況 ( 平成 22 年度 )

保健所名 件数
件数におけ
る割合 (％ )

産業廃棄物
重量 ( トン )

一般廃棄物
重量 ( トン )

重量合計
( トン )

重量比 (％ )

北　部 32 22.7 199.0 418.0 617.0 6.5

中　部 8 5.7 194.1 26.3 220.4 2.3

中　央 9 6.4 5.0 28.0 33.0 0.3

南　部 39 28.4 70.0 100.4 170.4 1.8

宮　古 36 25.5 3093.3 5215.0 8308.3 88.1

八重山 16 11.3 28.1 54.5 82.6 0.9

合　計 140 100.0 3589.5 5842.2 9431.7 100.0

　私たちの宮古島市は今、環境モデル都市の形成に向

け、各種の施策を実施しているところであり、全国が

注目するところである。

　自然エネルギー及びバイオマスを取り入れた CO ２

( 二酸化炭素 ) の削減、花の王国建設、減農薬の推進、

地下水の保全対策等々の取り組みは着実に実を結びつ

つあり、宮古島市は美しく、清潔で安全な島としての

環境が整いつつある。

　このように市民が一丸となって島の環境保全に取り

組んでいるなか、他方、一部の心ない人々による原野、

森林等へのごみの投棄が後を絶たず、不法投棄が県下

で最多との不名誉な報告が 6 年間も続いており、極め

て深刻な状況である。

　私たち市民は、今後も島の環境、都市景観を保全し

ていくとともに、みんなが健康で安心、安全に暮らせ

る宮古島市にするよう、なお、一層努める必要がある。

　その実現には、市民一人ひとりは勿論のこと、事業

者を含めた島に暮らすすべての人が、法を順守し自覚

と責任を持った行動が強く求められる。

　私たち宮古島市民は、健康で住みよい宮古島、来て

良かったと思われる宮古島を目指し、不法投棄を絶対

に許さない島づくりを目指していくことをここに宣言

します。

平成 23 年 11 月 29 日

　県が毎年行っている不法投棄実態調査で、昨年 9 月にまとめた報告によると宮

古島市で確認された不法投棄ごみは 8,308 トンで、県全体の 9,431 トンの 88％

を占めており、6 年連続県内最多となっております。

　これは、環境モデル都市の形成に向け、環境保全に取り組んでいる宮古島市に

とって大変残念な結果です。　

 宮古島市の不法投棄の現状 不法投棄をさせないために

家庭から出たと思われる一般廃棄物 建築廃材などの産業廃棄物

 不法投棄の罰則

 不法投棄防止に努めます

　原野等への廃棄物の投棄は法律 ( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 16 条 )

により禁止されています。違反した場合には次の懲役もしくは罰金に処されます。

不法投棄を行った場合

　○ 5 年以下の懲役もしくは 1,000 万円以下の罰金又はその両方

    　( 廃掃法第 25 条第 1 項第 14 号 )

不法投棄を行った者が法人の場合

　○ 3 億円以下の罰金 ( 廃掃法第 32 条第 1 号 )

 不法投棄の処理責任

　自分の土地に不法投棄が行われ、投棄者が判明しない場合は、土地の所有者・

管理者がごみの撤去・処理を行わなければなりません。(廃掃法第5条「清潔の保持」

による ) ご自分の土地に不法投棄をさせないために、柵で囲うなどの対策をとる

など、不法投棄防止にご協力ください。

○不法投棄はそれを行う者が悪いのですが、日頃から、市民の皆さんが協力して不法投棄がされない

　環境づくりをすることが大切です。

○ごみはごみを呼びます。一度ごみが捨てられ、それをそのまま放置していると次から次と捨てられ

　てしまいます。

○皆さんが所有する土地や建物などで管理が行き届いていないと、ごみを捨てる者にとっては格好の

　ごみ捨て場になってしまいます。

○ごみを捨てられない為に、管理する土地の草刈りを行ったり、周りに柵を設置したり、簡単に出入

　りされないようチェーンなどを使ったり、自衛策を講じ適正な土地の管理をお願いします。

○「宮古島の環境を守り育てる市民協議会」を設置し、⑴不法投棄防止の啓発に関すること。⑵宮古

　島市美化清掃日の制定⑶各学校及び周辺の清掃の実施に関すること。⑷各自治会の不法投棄撤去の

　実施に関することなどの事項を協議し、実践に努めていきます。

○宮古島警察署ならびに宮古福祉保健所と協力し、市内の不法投棄多発地帯のパトロールや不法投棄

　防止看板・監視カメラの設置などにより、不法投棄防止に努めています。しかしながら、不法投棄

　のない社会実現のためには、何よりも地域の皆さん一人ひとりの気持ちと協力が必要です。「不法投

　棄は絶対させない！許さない！」というあなたの目が不法投棄の無い美ぎ島みゃーくをつくります。

   不法投棄に関する問い合わせ先

         宮古島市環境保全課 ☎ 75-5339

         宮古福祉保健所       ☎ 72-3501

         宮古島警察署　　　 ☎ 72-0110

みんなでつくろう 美ぎ島みゃーく

不法投棄撲滅宣言の様子

不
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撲
滅
し
、
美
し
い
宮
古
島
を

〜
ご
み
の
不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す
〜
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市
民
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平良地区

実施日 行政区 場所 時間

2 月 3 日 ( 金 ) 南西里 1 区・2 区、神屋

宮古島市役所

（平良庁舎）

1 階会議室

午
前
９
時 

〜 

12
時
　
午
後
１
時 

〜 

４
時

6 日 ( 月 ) 大三俵 1 区・2 区・3 区

7 日 ( 火 ) 上角、前比屋、大原 1 区

8 日 ( 水 ) 大原 2 区・3 区、馬場

9 日 ( 木 ) 腰原 1 区・2 区、漲水、北西里

10 日 ( 金 ) 根間、下屋、出口、羽立

13 日 ( 月 ) 東、栄

14 日 ( 火 ) 富名腰 1 区・2 区

15 日 ( 水 ) 仲屋、旭、高阿良

16 日 ( 木 ) 東川根 1 区・2 区

17 日 ( 金 ) 東川根 3 区・4 区

20 日 ( 月 ) 保里 1 区・2 区

21 日 ( 火 ) 仲保屋、荷川取、大神

2 月 3 日 ( 金 ) 七原、地盛、山中 地盛農村集会所

午
後
６
時
　
〜
　
７
時
半

6 日 ( 月 ) 野原越、細竹、盛加 野原越公民館

8 日 ( 水 ) 宮原 とびとり会館

9 日 ( 木 ) 添道 添道公民館

10 日 ( 金 ) 高野 高野集会所

13 日 ( 月 ) 大浦 大浦農村研修集会所

14 日 ( 火 ) 西原 旧西原公民館

15 日 ( 水 ) 福山 福山農村研修集会所

16 日 ( 木 ) 島尻 パーントゥの里会館

17 日 ( 金 ) 狩俣 狩俣集落センター

20 日 ( 月 ) 池間、前里
池間島離島振興総
合センター

21 日 ( 火 ) 成川 成川公民館

22 日 ( 水 ) 下崎 下崎地区公民館

23 日 ( 木 ) 久貝 久貝公民館

24 日 ( 金 ) 松原 松原公民館

上野地区

実施日 行政区 場所 時間

2 月 3 日 ( 金 ) 上野 上野公民館

午
後
６
時  

〜  

７
時
半

6 日 ( 月 ) 名加山 名加山公民館

8 日 ( 水 ) 宮国 宮国公民館

9 日 ( 木 ) 大嶺 大嶺公民館

10 日 ( 金 ) 新里 新里公民館

13 日 ( 月 ) 高田 高田公民館

14 日 ( 火 ) 豊原 豊原公民館

15 日 ( 水 ) 野原 野原公民館

16 日 ( 木 ) 千代田 千代田公民館

下地地区

実施日 行政区 場所 時間

2 月 3 日 ( 金 ) 嘉手苅 嘉手苅公民館

午
後
６
時  

〜  

７
時
半

6 日 ( 月 ) 高千穂 高千穂公民館

8 日 ( 水 ) 洲鎌本字 洲鎌公民館

9 日 ( 木 ) 入江 入江公民館

10 日 ( 金 ) 棚根 棚根公民館

13 日 ( 月 ) 来間 来間公民館

14 日 ( 火 ) 上地・上地団地 上地公民館

15 日 ( 水 ) 川満・川満団地 川満公民館

16 日 ( 木 ) 与那覇 与那覇公民館

申告書

伊良部地区

実施日 行政区 場所 時間

2 月 3 日 ( 金 ) 長浜

佐和田
長浜多目的施設

午
後
６
時  

〜  

７
時
半

6 日 ( 月 )

8 日 ( 水 ) 国仲 女性若者等交流促進施設

9 日 ( 木 ) 仲地

伊良部
東地区農村改善センター

10 日 ( 金 )

13 日 ( 月 )

前里添 前里添多目的共同利用施設14 日 ( 火 )

15 日 ( 水 )

16 日 ( 木 )
池間添 池間添児童館

17 日 ( 金 )

◎ 指定された実施日での申告が困難な方は、

   ３月１５日 ( 木 ) までに最寄りの市役所税務窓

　 口にて申告をお願いします。

　    また、そのほか市民税・県民税についてお尋ね

    したい方は   宮古島市税務課   ☎ 72-3751
    までご連絡下さい。

城辺地区

実施日 行政区 場所 時間

2 月 3 日 ( 金 )
保良 保良公民館

午
後
６
時  

〜  

７
時
半

加治道 加治道公民館

6 日 ( 月 )
吉野 吉野公民館

比嘉 比嘉公民館

8 日 ( 水 )
新城 新城公民館

長北 長北公民館

9 日 ( 木 )

七又

皆福
皆福公民館

長中 長中公民館

10 日 ( 金 )
福東 福東公民館

長南 長南公民館

13 日 ( 月 )

福中 福中公民館

吉田

西西
西西公民館

14 日 ( 火 )
福西 福西公民館

西中 西中公民館

15 日 ( 水 )
福北 福北公民館

下北 下北公民館

16 日 ( 木 )
福南 福南公民館

下南 下南公民館

17 日 ( 金 )
西東 西東公民館

砂川 砂川公民館

20 日 ( 月 )
仲原 仲原公民館

友利 友利公民館

平
成
24
年
度
か
ら
の
主
な
税
制
改
正

◆
扶
養
控
除
見
直
し
に
関
す
る
税
制
改
正
に
つ
い
て

　
　
平
成
23
年
分
所
得
税
、
平
成
24
年
度
住
民
税(

市
・
県
民
税
）
か
ら

　
次
の
よ
う
に
扶
養
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除
が
見
直
し
さ
れ
ま
す
。

１
　
16
歳
未
満
の
扶
養
親
族
の
扶
養
控
除
が
な
く
な
り
ま
す
。(

子
ど
も

　
手
当
の
支
給
に
伴
う
た
め
）

２
　
特
定
扶
養
親
族
の
範
囲
が
「
16
歳
以
上
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歳
未
満
」
か
ら
「
19
歳

　
以
上
23
歳
未
満
」
に
変
更
さ
れ
ま
す
。(

高
校
の
授
業
料
無
償
化
に
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う
た
め)

　
※
１
、
２
に
よ
り
、
19
歳
未
満
の
方
を
扶
養
し
て
い
る
方
の
住
民
税
の

　
　
負
担
が
増
え
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こ
と
が
あ
り
ま
す
。

３
　
同
居
の
特
別
障
害
者
に
対
す
る
障
害
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控
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見
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す
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こ
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特
別
障
害
者
の
加
算
控
除
額(

23
万
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16
歳
未
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に
対
す
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扶
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害
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◆
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年
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月
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金
）
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15
日(

木
）
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うまんかい！かまんかい！

宮古島の　　　　

　　　　話題 【The Topics】

　1 月 4 日に市内各事業所や団体の代表、市職員など約 500 名が参加して「2012 年 新春の集い」が

開催され、関係団体代表による鏡開きや乾杯で、新しい年の始まりと今年のさらなる発展を願いました。

　また、新年のあいさつのなかで下地市長は「今年は公約最後の仕上げ」「まだ実現できていないも

のは、この 1 年間で必ず実現させるとの強い意志で市政運営をしていきたい」と述べ、関係団体・市

民へ協力を呼びかけました。

　その他、琉球舞踊穂花会亀浜律子練場、みやこ少年少女合唱団、宮古青年会議所、宮古民謡協会が

余興を披露し、会を盛り上げました。

〜 2012 年 新春の集い〜

飛躍の辰年 市民と共に活力ある島づくりへ

　第 22 回宮古島 100km ワイドーマラソンが 1 月 15 日にう

えのドイツ文化村を主会場に行われました。

　今大会は 21 キロの部が復活し、3 部門で 728 人が出場し

ました。最長の 100 キロの部は、まだ日も昇らない午前 5

時にうえのドイツ文化村をスタートし長時間のレースでラン

ナー達はゴールを目指しました。当日の気温は 24.7 度で暑

さとの戦いでしたが正午からは曇り空で小雨がぱらついてラ

ンナー達には走りやすいコンディションでした。

　50 キロの部は正午に狩俣中学校前を、午後 3 時には 21

キロの部がそれぞれスタートし、自己の気力、限界に挑戦し

黙々とゴールのうえのドイツ文化村を目指して力走していま

した。その結果は 100 キロの部で 297 人、50 キロの部で

86 人、21 キロの部で 165 名が完走しました。

【100 キロの部】 男子 福本博和（大阪府）      7 時間 56 分 46 秒

                      女子 山澤洋子（茨城県）      8 時間 52 分 14 秒

【50 キロの部】  男子 松本  博   （福岡県）      3 時間 33 分 26 秒

                      女子 石川敦子  （宮古島市）　4 時間 29 分 56 秒

【21 キロの部】  男子 黒島昌樹  （宮古島市）   1 時間 16 分 43 秒

　　　　　　   女子 ブラウン華世 （沖縄市 ) 1 時間 55 分 09 秒

大会まであと 100 日
トライアスロン宮古島大会 100 日前残暦板設置

　4 月 15 日に開催される第 28 回全日本トライアスロン

宮古島大会の 100 日前となる 1 月６日に、市役所平良庁

舎前に 100 日前残暦板が設置されました。今年も「海・風・

太陽 ( ティダ ) 熱き想い 君を待つ」をテーマに熱いレー

スを期待させながらカウントダウンを進めています。

第 22 回宮古島 100km ワイドーマラソン

NHK 海外あすけあい義援金街頭募金のお礼

　昨年 12 月 17 日 ( 土 ) に、市内スーパー 6 店舗前で行われた「NHK

海外たすけい義援金」街頭募金では、多くの市民の善意で、244,612

円の募金が集まりました。ご協力ありがとうございました。

　皆さまからお預かりした募金は、日本赤十字社が行っている海外

での紛争や災害に苦しむ人々への救護活動 ( 海外救護 ) や発展途上国

への支援として衛生事情改善や災害に備えるための事業 ( 開発協力 )

の事業に欠かせない資金となります。

　宮古島市消防出初め式が 1 月 7 日に、宮古島市消防本部で行われ

ました。

　式前の特別点検では、下地市長、県消防協会宮古地区支部の前川

支部長、ミスサンゴの遠藤さんが、隊列を組んだ消防職員や消防団

員の服装などを観閲しました。

　式典では、優良団員表彰のほか防火ポスターコンクール佳作で久

松中の糸数大雅さんが消防長特別表彰を受けました。

　その後、消防隊員や消防団員ら大勢が参加して、本番さながらの

訓練や一斉放水を披露し今年 1 年間の安全・安心・無災害を願いま

した。

　また、幼年・少年防火クラブによる余興も行われ、子ども達が元

気いっぱいの踊りで会場を盛り上げていました。

〜無災害を願って〜

宮古島市消防「出初め式」
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